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各産業で人手不足が叫ばれる中、全国の統計では平成21年以降労働災害が増
加傾向となっており、京都府でも最低値を記録した平成28年以降は、増減
しながら徐々に増加しています。

労働災害の増加には、労働者の高年齢化などが影響しており、今後とも増
加が懸念されます。

本資料は、災害事例や対策を、京都府社会福祉施設（介護）プラスセーフ
（+SAFE）協議会の構成員である介護事業場の各法人の実例をもとに取りま
とめたものです。

各職場で参考とされ、安全で健康な職場づくりの一助としていただけることを期待
いたします。

１ は じ め に

労働安全の法令に「安全」「衛生」という言葉の定義はありません。
まずは、わかりやすく

「安全」・・・ ケガするような危険がない
「衛生」・・・ 病気にならず健康が保たれる

くらいに考えてみましょう。

（なお、専門的には、ISO/IEC GUIDE 51:2014 （国際標準化機構・ 国際電気標準
会議） 、JIS Z8051（日本産業規格）では、「安全」の定義を「許容できないリスク
がないこと」としています。
したがって、「事故がないから安全だ」とはなりませんし、また、ゼロリスクを指

すものでもありません。）

ですから、
「交通安全」といえば、「移動していて事故に遭わない」
「公衆衛生」といえば、「感染症等にり患しない」

となりますし、

「労働安全衛生」は、「労働することにより、ケガや病気をしない」

と考えると、イメージしやすいと思います。

２ そもそも「安全衛生」って何︖
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安全衛生活動に取り組まないことのデメリットとは逆に、安全衛生活動に取り
組むことのメリットがあります。

【生産性の向上】
「安全第一」は製造業や建設業でおなじみのスローガンですが、元をただせば、

西暦1900年ごろのアメリカまでさかのぼります。
当時は、

「生産第一・品質第二・安全第三」
と考えられており、生産を重視するあまり労働災害が多発していました。
これを、

「安全第一・品質第二・生産第三」
と変えたところ、むしろ生産性が向上し、なおかつ労働災害も減少した、という

ものです。

【人材の確保・定着】
昭和には３Ｋ職場（きつい、汚い、危険）は、求職者、労働者から避けられて

いました。
安全衛生が行き届く職場のほうが、労働者の採用や定着に有利にとなるでしょ

うし、また、労働災害が少なければ、被災した労働者分の人手が欠けたり、その
処理労力を割いたりする必要もなくなります。

「安全衛生活動」は軽視してよいものではありません。
むしろ、積極的に取り組むことで、よりよい職場を実現しましょう。

安全衛生管理の不備による、起こる問題の最たるものは「労働災害」です。
労働災害が発生すると、以下のように労使ともに影響をもたらします。

【労働者にとって】
重篤な場合、命を失う、障害が残るということが起こります。
また、障害が残らないまでも、休業せざるを得なくなる、治療で入院や通院が

必要となるといった負担が生じます。

【企業にとって】
労働災害が発生した場合、以下の法的責任が生じます。
「刑事上の責任」 刑法（業務上過失）、労働安全衛生法による処罰
「民事上の責任」 損害賠償責任（不法行為、安全衛生配慮義務不履行）
「行政上の責任」 行政指導、行政処分（指名停止など）等
「社会的責任」 社会的非難、信用失墜等

また、労働者が休業すれば、人手不足がより深刻となります。

事業者も労働者も協力して安全衛生管理に取り組む必要があります。

３ なぜ「安全衛生活動」に取り組むの︖
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激突墜落・転落転倒無理な動作
歩行中、「扉や物に
当たる」、介助作業
中、「机やいすに当
たる」など

「階段で滑り落ち
る」「脚立、はし
ごから足を踏み外
して落ちる」など

急いでいる時や両手
で荷物を抱えている
時などに、床上の物
や段差に「つまず
く」、濡れた床で
「滑る」など

利用者を無理な姿勢
で持ち上げたり、移
動させたりする際「
腰痛になる、筋を痛
める、くじく」など

社会福祉施設（介護施設）に多い労働災害

例︓社会福祉施設における労働災害（全国、令和4年…計12,780件）
※新型コロナウイルス感染症り患による災害を除く

激突
654件

交通事故（道路）
568件

墜落・転落
814件

その他
1,890件

転倒
4,379件

動作の反動・
無理な動作
4,475件

動作の反動・無理な動作
新型コロナウイルス感染症除く
全体の35%（腰痛等）

社会福祉施設（介護事業場）では、特に動作の反動・無理な動作による「捻
挫・腰痛」 や「転倒」など、労働者の作業行動に起因する労働災害が多くなって
います。また、訪問介護業務等における交通事故も発生しています。

どんな労働災害が起こっているの︖４

京都府内の
休業4日以上の転倒災害
（令和4年、全産業）

平均休業日数46.8日
⇒  職場復帰まで
平均6～7週間

労働者が被災 → 大きな人手不足を招く
↓

多忙となりさらに労働災害が起こる悪循環
転倒は、利用者の被災も起こりえます。

↓
昨今は利用者からの損害賠償訴訟となる例も

労働者の高齢化にも対処しつつ職場改善を進めないと
サービスが提供できない

各事業者・労働者が安全衛生に対する意識を高めて
作業行動を変え、自主的な安全衛生活動を推進して、
安全衛生水準を向上させる必要があります。

動作の反動・無理な動作、転倒で
全体の約7割を占めています。

転倒
新型コロナウイルス
感染症除く全体の
34%
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5 災害事例・課題と対策に向けた取組

対策危険のポイント発生状況事例No.

① 就業前に腰痛体操
をする事によって身体
の柔軟性を高め怪我を
予防する。
② 腰痛を持っている
職員が多く、腰痛予防、
再発予防、症状緩和す
る取組となっている。
③ 体操を集団で実施
する事により、継続的
に実施することとした。

 介助作業等身体に
負担がかかる作業
が避けられず、腰
痛・捻挫発生のリ
スクがある。

 腰痛を完全に防止
することはできな
いが、可能な限り
の発症を防止する
必要がある。

介助作業等で身体に負担がかかり、
腰痛や捻挫を発症する。

取組例
※写真中のイラストは厚生労働省労
働基準局キャラクター「たしかめた
ん」です。

無理な
動作
-1

動作の反動・無理な動作 … 捻挫・腰痛等
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対策危険のポイント発生状況事例No.

①介護ステーションに腰
痛予防体操の写真付き
資料を掲示し、就業前
に腰痛予防体操を欠か
さずに行うように周知
をした。
②介護職員に対して職員
の腰痛予防ベルト購入
費用の補助を実施して
いる。

 腰痛予防ベルトを
着用していたが、
就業前のストレッ
チ（腰痛防止体
操）が不充分で
あった。

介護職員が入居者のベッド上でおむ
つ交換実施時に突然腰を痛めて動け
なくなった。

①の取組例

無理な
動作
-2

動作の反動・無理な動作 … 捻挫・腰痛等
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実施の理由・効果対策・取組内容事例No.
腰痛労働災害ゼロを継続労働災害の発生なし。

（予防対策）

①急な動作は腰痛の発生リスクを高める
ため、始業時や休憩後に手軽にできる下
半身中心の体操を理学療法士に監修して
もらいました。腰痛予防体操を行うこと
で、体を動かす準備が整い、腰痛予防が
期待できると考えました。

②体操や移乗リフトを導入しても、腰痛
になるかならないかは筋力に左右されま
す。腰を支えてくれるベルトがあること
で、体を直接守ってくれると考えました。

③ご利用者様の高齢化が年々進み、少し
ずつＡＤＬの低下が見られます。もとも
と床走行式リフトはありましたが、少し
でもご利用者様の残存機能を維持しつつ、
職員も負担なく移乗ができるように導入
しました。

２０１５年４月、腰痛予防対策チーム結
成し、腰痛予防対策のための様々な取り
組みをしてきました。
①理学療法士監修の腰痛予防体操を１日
２回実施
始業時や休憩後は体が温まっていない

ため、始業時と昼休憩後に体をほぐす体
操から始めます。
ユーチューブにアップしている体操動

画は腰痛予防対策チームが作成したもの
です。
https://youtu.be/D09NgjoRcZw

②腰痛ベルトの着用
腰への負担軽減、無理な動作を予防す

るために、生活支援員と看護師には年齢
に関係なく配布し着用してもらっていま
す。また６０歳以上の職員は腰痛リスク
が高まることから職種に関係なく着用と
しています。
③スタンディングリフトの活用
ご利用者様の残存機能を活用しつつ、

人力での抱え上げをしないことを徹底し、
スタンディングリフトを活用しています。

①の取組例

無理な
動作
-3

動作の反動・無理な動作 … 捻挫・腰痛等
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実施の理由・効果対策・取組内容事例No.

②の取組例

③の取組例

無理な
動作
-3
(続き)

動作の反動・無理な動作 … 捻挫・腰痛等
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実施の理由・効果対策・取組内容事例No.
腰痛労働災害ゼロを継続労働災害の発生なし

（予防対策）

①週休３日のため１日１０時間労働とな
る当法人では、事務員や管理栄養士また
管理職は、デスクワークが多く長時間の
座位姿勢になりがちです。腰痛の発生リ
スク及び健康リスク回避のため、希望者
にはスタンディングデスクを使ってもら
います。体調によって立って仕事をした
り、座ってしたりできるため、腰痛予防
や座りすぎによる病気予防に有効と考え
ました。
②どのような職種であっても「荷物を運
搬する」という機会はあります。少し重
い物を持ち上げるという行為で腰痛にな
り、せっかくの人財が失われるのはもっ
たいないと思います。台車や身近にある
キャスター付きの椅子に載せることで全
ての職種でノーリフトの意識を定着させ、
健康で長く働ける職場環境にしたいと考
えました。

２０１５年４月、腰痛予防対策チーム結
成し、腰痛予防対策のための様々な取り
組みをしてきました。
①昇降式スタンディングデスクの導入
デスクワークで長時間同じ姿勢が続く

と筋肉がこわばり腰痛の発生リスクを高
めたり、血流の悪化から健康リスクを高
めたりします。管理職や事務員等は、本
人の希望により昇降スタンディングデス
クを選択できます。

②荷物の運搬は台車やキャスター付きの
椅子を使用
職種に関係なく、加齢と共に腰痛リス

クは高まります。管理職が「重いものは
無理に運ばないようにね」と声をかける
ことで、持ち運びを道具に頼る組織風土
が醸成されました。

①の取組例

無理な
動作
-4

動作の反動・無理な動作 … 捻挫・腰痛等
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実施の理由・効果対策・取組内容事例No.

②の取組例無理な
動作
-４
(続き)

腰痛労働災害ゼロを継続
①腰痛になると休業したり、就業困難と
なり離職にも繋がったりします。法人が
ノーリフティング宣言をし、どんな時も
抱え上げない意識付けを行うことで、腰
痛によるパフォーマンスの低下を回避し
たいと考えました。
②シニア職員から「脱衣場の段差でシャ
ワーキャリーを持ち上げるのが大変」と
の声がありました。若い職員には何でも
ないようなこともシニア職員には負担と
なることを知り、急ぎ対策が必要と考え
ました。
③ご利用者様がワゴン車に乗り降りする
際に、踏み台があれば足が上がらなく
なった方でもご自身の力で乗り降りでき
るのではないかと担当者から意見があり
ました。これは職員の抱きかかえもなく
せると考え、軽自動車も含めて4台あるす
べての車に踏み台を常備しました。

腰痛予防対策
①ノーリフティング宣言「持ち上げな
い！抱き上げない！引きずらない！中腰
にならない！」の徹底
全職員が腰痛予防に対して真摯に取り

組みます。宣言を記した職員心得を配布
し意識付けをしました。
②脱衣場の段差解消
脱衣場出入口の段差解消に簡易スロー

プを設置し、シャワーキャリーの持ち上
げをなくしました。

③ワゴン車への乗降に踏み台を取り入れ
ＡＤＬの低下により足が大きく上がら

なくなったご利用者様に自身の力を使っ
て乗降してもらえるように踏み台を取り
入れました。職員も抱え上げることがな
くなり腰痛リスクの低減になりました。

無理な
動作
-５

動作の反動・無理な動作 … 捻挫・腰痛等
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実施の理由・効果対策・取組内容事例No.

①の取組例（就業規則に記載）

②の取組例

③の取組例

無理な
動作
-５
(続き)

動作の反動・無理な動作 … 捻挫・腰痛等
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転倒

対策危険のポイント発生状況事例No.
◎ つまずき

1.椅子の設置
2.照明の増設
3.整理整頓の徹底

 玄関に椅子が設置さ
れておらず、立って
履き替えをしていた。

 照明が暗く、足元が
見えにくかった。

 玄関付近に不要なも
のが置かれていた。

取組例（証明の設置）

退勤時、施設玄関で外靴に履き替え
る際、外靴（サンダル）を履き損ね、
前方に転倒して床に手をついたため、
左足親指を骨折した。

取組例（椅子の設置）

転倒
-1

実施の理由・効果
（労働災害の発生なし）

◎ すべり
予防対策の取組内容

シニアの職員から「浴室の床が滑りやすいの
で、滑り止め防止が付いたスリッパを購入し
てほしい」と意見があがりました。転倒防止
につながることからすぐにスリッパを取り入
れました。

浴室での転倒防止
入浴介助時は滑り止めの付いた浴室
用スリッパを使用する。

取組例

転倒
-２

… 転ぶ
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実施の理由・効果対策の取組内容事例No.
労働災害の発生なし。◎墜落・転落の予防

（人と人との接触による
階段からの転落・転倒）

階段や入り組んだ場所では他者との接触の
リスクがあります。人との接触により階段
から転落・転倒してしまう危険性もあるた
め、予め危険個所をマーキングし、職員に
対して視覚的な注意喚起をすることで、事
故の予防になると考えました。

危険個所の見える化
危険個所にマーキングをして、視覚的
に認識する。

取組例

墜落・
転落
-1

墜落・転落 … 落ちる
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対策危険のポイント発生状況事例No.

1.カーブミラーの設
置。
2.通行時の注意を促
す標識の設置。

駐輪場への通路
の曲がり角が死
角となっており、
自転車やバイク
の出合頭による
交通事故のおそ
れがあった。

新型コロナの影響もあり、自転
車やバイク通勤者が増加。多数
の職員が利用する駐輪場への曲
がり角が死角となっているため、
駐輪場への出入り時に衝突のお
それがある事案が複数発生し、
職員から対策を求める声があ
がった（ヒヤリハット）。

取組例（カーブミラー)

取組例（注意標識）

交通
事故
-1

交通事故 …公道や敷地内の乗り物による災害
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その他

実施の理由・効果対策・取組内容事例No.

熱中症の発生なし◎熱中症発症予防の取組

近年の猛暑は異常気象と言われる厳し
い暑さが続きます。特に給食の調理現
場では熱中症のリスクが非常に高くな
ります。
また、館内の清掃担当職員は、空調の
効いていない場所の掃除を行うことも
あります。常に体を動かしていること
からも熱中症リスクが高い業務となっ
ています。
熱中症予防のために、太い血管（頸動
脈）を冷やす効果があるアイスリング
を取り入れました。

熱中症対策として、アイスリングを採用
対象者：調理員・生活支援員

（主に掃除）

取組例

その他
-1

(熱中症
予防)

… 熱中症予防

「動作の反動、無理な動作」及び「転倒」は、最終的には労働者の作業
行動にかかってきます。
以下のように物、人の両面にアプローチすることが必要です。
・ 設備・器具を整える … 物の対策

（転びにくい床、転びにくい靴、照明、身体介助の負担を軽減す
るスライディングボード、腰痛防止ベルトやパワースーツの導
入など）

・ 作業手順を定め教育する… 人への対策
（濡れた床を放置しない、介助の姿勢など）

また、本部や施設が行う安全衛生活動により、労働者自ら安全な行動を
取れるように、安全衛生意識を高めることが重要です。
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5 対策参考資料

◆ 労働安全衛生法の概要、施策紹介については、
厚生労働省ホームページをご参照ください。

３．転倒・腰痛防止対策
◆ 転倒予防・腰痛予防対策については、

右のページをご参照ください。
（リーフレット、事例集、動画等があります）

◀ 厚生労働省「転倒予防・
腰痛予防の取組」のページ

京都労働局
転倒災害防止特設ページ ▶

◆ 高年齢労働者の安全衛生対策については、右のページを
ご参照ください。（「高年齢者の労働災害防止のための指針」

「エイジフレンドリー補助金」を含む資料・リーフレット等があります）

２．安全衛生活動について

◆ 基本的な安全衛生管理活動については、
右のパンフレットをご参照ください。

◀ パンフレット「製造事業者
向け 安全衛生管理のポイント」
パンフレット「安全で安心な
職場をつくりましょう」
（主に第三次産業向け）▶

◀ 厚生労働省 雇用・労働
「安全・衛生」ホームページ

１．安全衛生管理全般について

４．雇入れ時教育等
◆ 雇入れ時教育等については、右の

ページをご参照ください。
（各業種向けパンフレット、動画等があります）

◀ パンフレット「未熟練労働者に
対する安全衛生教育マニュアル」

５．高年齢労働者の安全衛生対策

◀ 厚生労働省
「高年齢労働者
の安全衛生対
策」のページ

厚生労働省職場のあんぜんサイト内
「各種教材・ツール」のページ ▶

「厚生労働省第14次労働災害防止計画」
「京都労働局第14次労働災害防止推進計画」
「京都府内の労働災害統計」
については、右のページから各資料をご参照ください。

京都労働局
「災害統計・事例」のページ ▶

他にも、厚生労働省ホームページでは、安全
衛生に関する各種パンフレット・リーフレットを
ダウンロードできます。 安全衛生関係パンフレット・

リーフレットのページ ▶
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京都地域産業保健総合支援センター
「メンタルヘルス対策支援事業」

のご案内

全国健康保険協会京都支部
「京から取り組む健康事業所宣言」

のご案内

中央労働災害防止協会
「中小規模事業場 安全衛生サポー
ト事業（個別支援）」のご案内

協会けんぽ京都支部では、職場の健康づくりに
取り組む事業所をサポートするため、「京から取
り組む健康事業所宣言」を実施しています。

エントリーシートを
協会けんぽ京都支部
FAX(郵送)で

提出するだけです

● 認定ロゴマークの利用
● 健康講座の実施
● 健康測定器のレンタル
● 季節の健康情報誌の提供
● 取組事例の掲載 など

宣言証を応接室の掲示
や会社のホームページ
に掲載することでＰＲ

ができます

協会けんぽ
京都支部から
お送りします！

健康事業所宣言の流れ

TEL:075-256-8630

お問
合せ

全国健康保険協会京都支部

健康宣言事業所への支援（無料）

自社の健康課題を解決していただくため、
次のサポート（無料）を行っています。

ダウンロード
はこちら

事業所健康度カルテの提供

毎年、医療費・健診データに
基づく「事業所健康度カルテ」
をお送りします。自社の健康課
題を把握し、取組内容の検討に
ご活用いただけます。

※個人情報保護の観点から、協会
けんぽが保有する被保険者の
健診結果が10名以上の事業所様に
お送りしています。

約1,600社登録
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電話 075-241-3216（健康安全課直通） 》
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【あとがき】

本資料の作成に当たり、災害事例の提供やご意見をいただいた京都府社会福祉施設
（介護）プラスセーフ（+SAFE）協議会構成員のご担当各位にこの場をお借りしてお
礼申し上げます。
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